
スポーツ大会開催補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における競技技術の向上、競技人口の拡大、地域の

活性化、施設の有効活用等を図るため、本市内におけるスポーツ大会（以下

「大会」という。）の開催に要する費用の一部を補助するスポーツ大会開催

補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) スポーツ オリンピック、パラリンピック、国民体育大会又は全国障害

者スポーツ大会における実施競技をいう。 

(2) 大会参加者 選手、監督等大会に出場する者及び大会主催者、大会役員、

審判等大会の開催に関係する者をいう。 

(3) 宿泊施設 市内宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３

条第１項の許可を受けている宿泊施設に限り、補助金の趣旨に合致しない

と市長が認める施設を除く。）又は社会教育活動のため本市が設置する宿泊

研修施設をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次条

に規定する補助対象事業を主催する団体とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する大会の開催とする。 

 (1) 国又は県その他の地方公共団体が、当該大会の開催費用を補助しないこ

と。 

 (2) 入場料（これに類するものを含む。）を徴収しないこと。 

(3) 山口県外の団体又は個人が参加すること。 

(4) 大会の開催期間（前日及び後日を含む。）中、宿泊施設に宿泊する大会参



加者が、延べ５１人以上であること。 

(5) 補助金の申請をしようとする年度内に完了すること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に要する経費のうち別表第１に掲げる経費とする。 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額（消費税及び地方消費税相当

額を含む。）に２分の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）とし、別表第２に定める補助金額を上限と

する。 

２ 同一の交付対象者に対する補助金の交付は、同一年度内につき１回を限度

とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、スポーツ大会開催補助金交付申

請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を開始する

日の１０日前までに、これを市長に提出しなければならない。 

(1) 大会実施計画書（様式第２号） 

(2) 大会収支予算書 

(3) 大会開催要項 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審

査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当であると認めるときは、予算の

範囲内において、補助金の交付を決定するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の

目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に条件

を付することができる。 

（決定の通知） 

第１０条 市長は、第８条の規定により補助金の交付を決定したときは、スポ



ーツ大会開催補助金交付決定通知書（様式第３号）により、当該補助金の交

付の申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、第８条の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認

めるときは、補助金を交付しない旨を当該補助金の交付の申請をした者に通

知するものとする。 

（補助対象事業の実施） 

第１１条 前条第１項の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は､適切に補助対象事業を実施しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第１２条 補助事業者は、第１０条第１項の規定による通知を受けた後に補助

対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、書面により当該補助対象

事業に係る補助金の交付の申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定は、なかったものとみなす。 

（補助対象事業の変更に係る承認の申請等） 

第１３条 補助事業者は、補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分を変更

しようとするときは、あらかじめスポーツ大会開催補助金変更承認申請書（様

式第４号）を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、

市長が当該変更を軽微な変更と認めるとき又は第１０条第１項の規定により

通知した補助金交付決定額の２０パーセント以内の減額であるときは、この

限りでない。 

２ 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助

対象事業の実施が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助対

象事業の実施の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなけ

ればならない。 

３ 市長は、第１項の申請書又は前項の書類の提出を受けた場合には、補助金

の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。 

４ 前項の場合においては、第１０条の規定を準用する。 

（実績報告） 



第１４条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から

起算して２０日を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに、スポーツ大会開催補助金実績報告書（様式第５号）に、次に掲げる書

類を添えて、これを市長に提出しなければならない。 

(1) 大会実施報告書（様式第２号） 

(2) 大会参加者延べ宿泊人数証明書（様式第６号） 

(3) 大会収支決算書 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を

審査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当であると認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、スポーツ大会開催補助金交付確定通知書（様式

第７号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１６条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、

当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを

当該補助事業者に対して指示することができる。 

２ 第１４条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業につ

いて準用する。 

（補助金の交付請求） 

第１７条 第１５条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を

受けようとするときは、スポーツ大会開催補助金請求書（様式第８号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第

１０条第１項（第１３条第４項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知に係る金額の範囲内で、補助事業者の請求に基づき､概算払により補助

金を交付することができる。 

３ 前項の概算払を受けようとする補助事業者は、スポーツ大会開催補助金概

算払請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 



４ 市長は、概算払を行った補助金について、第１５条の規定により確定した

補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及

び交付については第１項及び次条の規定を準用し、過払があるときは速やか

にその額を返還させるものとする。 

（補助金の交付） 

第１８条 市長は、前条第１項又は第３項の規定により請求書の提出を受けた

場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、補助事業者に当

該請求額を交付するものとする。 

（関係書類の整備等） 

第１９条 補助事業者は、補助対象事業の実施状況及び経費の収支に関する帳

簿その他関係書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、

当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算し

て５年間これを保管しなければならない。 

（決定の取消し等） 

第２０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

対象事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、

又は市長の指示に従わなかったとき。 

(4) この要綱に違反したとき。 

(5) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。 

 (6) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において､

その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助事業

者に対し期限を定めてその返還を命ずる。 

３ 前２項の規定は、第１５条の規定による補助金の額の確定があった後にお

いても適用する。 

（財産の処分の制限） 

第２１条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財



産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し､交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が

補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が別に定める期間

を経過した場合は、この限りでない。 

（検査等） 

第２２条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、

報告を求め、若しくは補助対象事業の実施上必要な指示をし、又は第１９条

の帳簿その他関係書類について検査をすることができる。 

（補助金の流用の禁止） 

第２３条 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはなら

ない。 

（その他） 

第２４条 この要綱の運用に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行し、令和４年度の予算に係る補

助金から適用する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和６

年度以前の予算に係る補助金については、この要綱は同日後もなおその効力

を有する。 

 （経過措置） 

３ 令和３年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。 

  



別表第１（第５条関係） 

費 目 補助対象経費の内容 

報償費 ・役員及び審判員等に対して支払う謝金 

・医師及び看護師等に対して支払う謝金 

旅費 ・役員及び審判員等の要した交通費（実費） 

・医師及び看護師等の要した交通費（実費） 

消耗品費 ・賞状、トロフィー、優勝カップ等表彰品 

・記念品、参加賞等 

・補助対象事業の実施に必要な消耗品 

・事務用品代 

印刷製本費 ・ポスター、チラシ、プログラム等の印刷に係る経費 

・コピー代 

通信運搬費 ・切手代、はがき代等 

使用料及び賃借料 ・会場使用料 

・補助対象事業の実施に要する車両、音響機材、ＡＥＤ

等の借上料 

 

 

 

別表第２（第６条関係） 

大会参加者延べ宿泊人数 補助金額 

５１～１００人    ５０，０００円   

１０１～２００人    １００，０００円   

２０１～３００人    ２００，０００円   

３０１～４００人    ３００，０００円   

４０１～５００人    ４００，０００円   

５０１人以上      ５００，０００円   

 


